
◎地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

（会計年度任用職員関連のみ） 

〈衆議院総務委員会〉                2023年４月 14日 

７．地方公務員の任用、勤務条件並びに福祉及び利益の保護等の適正を椎保する

ため、本法施行後、その施行の状況等について調査・検討を行い、その結果に基

づいて必要な措置を講ずること。その際、会計年度任用職員を始め非常勤職員の

勤務条件に関し、職務給の原則を踏まえた給与決定や業務に応じた勤務時間の

適切な設定について地方公共団体に対し適切に助言するとともに、引き続き短

時間勤務の会計年度任用職員に係る給付の在り方について検討を進めること。

また、制度改正により必要となる財源についでは、その確保に努めること。 

 

〈参議院総務委員会〉                2023年４月 25日 

９．会計年度任用職員を始めとする非常勤職員が地方公共団体の行政運営にお

いて重要な役割を果たしていることを踏まえ、当該職員の任用や処遇について、

適切な措置が講じられるよう地方公共団体に対する助言を行うこと。 

10．会計年度任用職員の勤勉手当の支給について、令和六年度から、全ての地方

公共団体において支給が開始されるよう努めること。また、制度改正により必要

となる財源については、その確保に努めること。 

11．会計年度任用職員の期末手当・勤勉手当の支給については、国家公務員の非

常勤職員との均衡から、期末手当及び勤勉手当のいずれをも支給することが基

本であることを地方公共団体に対して周知すること 

12．会計年度任用職員の勤勉手当の支給について、常勤職員の取扱いとの権衡を

踏まえ適切に支給するとともに、単に財政上の制約のみを理由として、当該手当

支給による給与増額分を月例給又は期末手当より減額することがないよう、地

方公共団体への助言を行うこと。 

13．引き続き、常勤職員の給与との権衡及び国家公務員の非常勤職員の給与との

均衡を踏まえ、会計年度任用職員の処遇の改善に努めること。 

 


